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実
効
性
確
保
制
度
の
意
義

規
制
的
手
段
を
採
用
し
た
場
合
、
義
務
者
が
そ
の

内
容
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
、
当
該
行
政
手
法
は
画
餅

に
帰
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

規
制
的
手
段
の
実
効
性
確
保
の
観
点
か
ら
許
可
の
取

消
し
を
行
う
、あ
る
い
は
、監
督
処
分
を
行
う
と
い
っ

た
シ
ス
テ
ム
を
法
政
策
に
盛
り
込
む
こ
と
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
以
下
、
具
体
的
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

取
消
制
度

例
え
ば
、
適
法
に
許
可
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
後
、
許
可
要
件
に
反
す
る
状
況
が
生
じ
る

に
至
っ
た
場
合
な
ど
に
は
法
治
主
義
の
観
点
か
ら
違

法
状
態
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め

に
用
い
ら
れ
る
の
が
取
消
制
度
で
す
。
取
消
制
度
に

は
、
講
学
上
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
瑕
疵
の
あ
る
行

政
行
為
に
つ
い
て
、
当
該
行
政
行
為
の
時
点
に
遡
っ

て
そ
の
効
力
を
失
わ
せ
る
「
取
消
し
」
と
、
行
政
行

為
は
当
初
、
有
効
に
成
立
し
た
が
、
そ
の
後
の
事
情

に
よ
り
そ
の
効
力
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
は

な
く
な
っ
た
場
合
に
将
来
に
向
か
っ
て
当
該
行
政
行

為
の
効
力
を
失
わ
し
め
る
「
撤
回
」
が
あ
り
ま
す
。

法
文
上
、「
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ

れ
て
い
て
も
講
学
上
の
「
撤
回
」
の
趣
旨
で
あ
る
場

合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
う
ち
、「
取
消
し
」
に
つ
い
て
は
、
違
法
な

状
態
を
解
消
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
治
主

義
の
観
点
か
ら
し
て
「
取
消
し
」
の
た
め
の
法
的
根

拠
は
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す（

（
（

。
た
だ

し
、
受
益
的
行
政
行
為
に
つ
い
て
の
「
取
消
し
」
の

場
合
に
は
、
法
治
主
義
よ
り
も
相
手
方
の
信
頼
を
保

護
す
る
観
点
か
ら
取
消
権
の
行
使
が
制
限
さ
れ
る
場

合
も
例
外
的
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す（

（
（

。

ま
た
、「
撤
回
」
に
つ
い
て
も
法
律
上
の
根
拠
は

必
要
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す（

（
（

が
、
受
益
的
行
政
行
為

の
「
撤
回
」
に
つ
い
て
は
、相
手
方
の
利
益
の
保
護
、
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こ
れ
ま
で
解
説
し
て
き
た
行
政
手
法
に
つ
い
て
、

そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
（
刑
罰
は

除
く
）
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
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信
頼
の
保
護
の
要
請
が
「
取
消
し
」
以
上
に
強
く
働

く
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す（

（
（

。

注
意
し
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
右
の
議
論
は
「
取

消
し
」
又
は
「
撤
回
」
に
つ
い
て
の
根
拠
規
定
が
な

い
場
合
に
つ
い
て
で
す
。
し
た
が
っ
て
「
取
消
し
」、

あ
る
い
は
「
撤
回
」
が
で
き
る
旨
（
根
拠
）
並
び
に

「
取
消
し
」
事
由
及
び
「
撤
回
」
事
由
を
明
確
に
条

例
で
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
よ
う
な
解
釈
上

の
議
論
を
す
る
必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

比
例
原
則
、
平
等
原
則
、
信
頼
保
護
の
原
則
と
い
っ

た
法
の
一
般
原
則
や
憲
法
に
反
す
る
よ
う
な
「
取
消

し
」
事
由
や
「
撤
回
」
事
由
を
定
め
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

【
許
可
等
の
取
消
制
度
の
例
】

○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

関
す
る
法
律

　
（
許
可
の
取
消
し
）

第
８
条　

公
安
委
員
会
は
、
第
３
条
第
１
項
の
許

可
を
受
け
た
者
（
第
７
条
第
１
項
、
第
７
条
の

２
第
１
項
又
は
前
条
第
１
項
の
承
認
を
受
け
た

者
を
含
む
。
第
（（
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
つ

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
実

が
判
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

一　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
許

可
又
は
承
認
を
受
け
た
こ
と
。

二　

第
４
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

三　

正
当
な
事
由
が
な
い
の
に
、
当
該
許
可
を

受
け
て
か
ら
６
月
以
内
に
営
業
を
開
始
せ

ず
、
又
は
引
き
続
き
６
月
以
上
営
業
を
休
止

し
、
現
に
営
業
を
営
ん
で
い
な
い
こ
と
。

四　

３
月
以
上
所
在
不
明
で
あ
る
こ
と
。

右
の
う
ち
、第
８
条
第
１
号
は
、「
取
消
し
」
事
由
、

第
３
号
及
び
第
４
号
は
「
撤
回
」
事
由
で
す
。
こ
の

例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
実
の
条
文
を
作
成
す
る

場
合
に
は
、
取
消
制
度
を
定
め
る
条
文
中
に
「
取
消

し
」
事
由
及
び
「
撤
回
」
事
由
の
双
方
が
定
め
ら
れ

る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
な
お
、第
８
条
第
２
号
は
、

取
消
事
由
と
し
て
、「
第
４
条
第
１
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
」（
刑
事
犯
）
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
許
可
申
請
当

初
か
ら
同
号
に
該
当
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
許

可
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
取
消
し
」
事
由
で

あ
り
、
許
可
申
請
後
に
、
同
号
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
場
合
に
は
、「
撤
回
」
事
由
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
取
消
権
行
使
に
お
け
る
行
政
庁
の
裁
量
に

つ
い
て
で
す
。
一
般
的
に
行
政
行
為
を
取
り
消
す
か

否
か
に
つ
い
て
は
、
行
政
庁
に
効
果
裁
量
を
認
め
る

規
定
が
多
い
の
で
す
が
、
効
果
裁
量
を
認
め
な
い
利

立
法
例
も
あ
り
ま
す
。

【
義
務
的
取
消
制
度
の
例
】

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

　
（
許
可
の
取
消
し
）

第
（5
条
の
３（

5
（

　

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
に
係
る
第
（5
条
第
１
項
の
許
可

を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（
（

。

一　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
者
が
第
（（

条
第
５
項
第
２
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二　

前
条
第
３
号
に
該
当
し
情
状
が
特
に
重
い

と
き
、
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
違

反
し
た
と
き
。

三　

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
（5
条
第
１
項
の
許

可
又
は
第
（5
条
の
２
の
６
第
１
項
の
変
更
の

許
可
を
受
け
た
と
き
。

２　

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
１
号
、
第
２
号

若
し
く
は
第
４
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
、
又
は
特
定
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
設

置
者
が
第
（5
条
の
２
の
４
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
８
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
維
持
管
理
積
立
金
の
積
立
て
を
し
て
い
な
い

と
き
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る

第
（5
条
第
１
項
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

な
お
、
受
益
的
行
政
行
為
を
撤
回
し
た
場
合
、
当

該
撤
回
に
伴
い
国
民
側
に
損
失
が
生
じ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、適
法
に
撤
回
し
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
損
失
補
償
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す（

（
（

。
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事
業
主
に
対
し
、
派
遣
労
働
者
に
係
る
雇
用
管

理
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
当
該
労
働
者
派
遣
事

業
の
運
営
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
監
督
処
分
制
度
の
例
―
措
置
命
令
】

○
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法

　

第
２
節　

措
置
命
令

　
（
措
置
命
令
）

第
７
条　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
３
条
第
４
条
の

規
定
に
よ
る
制
限
若
し
く
は
禁
止
又
は
第
５
条

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
行
為
の
差
止
め
若
し

く
は
そ
の
行
為
が
再
び
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
又
は
こ
れ
ら
の
実
施

に
関
連
す
る
公
示
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
命
令
は
、
当
該
違
反

行
為
が
既
に
な
く
な
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

も
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一　

当
該
違
反
行
為
を
し
た
事
業
者

二　

当
該
違
反
行
為
を
し
た
事
業
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
合
併
に

よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
お
け
る
合
併
後
存
続

し
、
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

三　

当
該
違
反
行
為
を
し
た
事
業
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
か
ら
分
割

に
よ
り
当
該
違
反
行
為
に
係
る
事
業
の
全
部

監
督
処
分
制
度

監
督
処
分
制
度
と
は
、
違
法
状
態
を
解
消
す
る
等

の
た
め
に
、
行
政
庁
が
特
定
の
行
為
を
命
じ
、
適
法

状
態
を
回
復
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。
そ
の
内
容
に

よ
っ
て
、
事
業
停
止
命
令
、
原
状
回
復
命
令
、
改
善

命
令
、措
置
命
令
（
以
下
「
措
置
命
令
等
」
と
い
う
。）

と
一
応
の
区
分
が
あ
り
ま
す
。

【
監
督
処
分
制
度
の
例
―
事
業
停
止
命
令
】

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

　
（
事
業
の
停
止
）

第
７
条
の
３　

市
町
村
長
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
者
又
は
一
般
廃
棄
物
処
分
業
者
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
期
間

を
定
め
て
そ
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く

処
分
に
違
反
す
る
行
為
（
以
下
「
違
反
行
為
」

と
い
う
。）
を
し
た
と
き
、
又
は
他
人
に
対

し
て
違
反
行
為
を
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
依

頼
し
、
若
し
く
は
唆
し
、
若
し
く
は
他
人
が

違
反
行
為
を
す
る
こ
と
を
助
け
た
と
き
。

二　

そ
の
者
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は

そ
の
者
の
能
力
が
第
７
条
第
５
項
第
３
号
又

は
第
（0
項
第
３
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

し
な
く
な
つ
た
と
き
。

三　

第
７
条
第
（（
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可

に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

【
監
督
処
分
制
度
の
例
―
原
状
回
復
命
令
】

○
岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例

　
（
落
書
き
の
禁
止
）

第
７
条　

何
人
も
、
落
書
き
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。

　
　

︿
中
略
﹀

　
（
消
去
命
令
）

第
９
条　

知
事
は
、
県
が
管
理
す
る
施
設
に
落
書

き
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
落
書
き
の

原
因
者
が
判
明
し
た
と
き
は
、
当
該
原
因
者
に

対
し
て
当
該
落
書
き
の
消
去
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

【
監
督
処
分
制
度
の
例
―
改
善
命
令
】

○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

　
（
改
善
命
令
等
）

第
（9
条　

厚
生
労
働
大
臣
は
、
派
遣
元
事
業
主
が

当
該
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
し
こ
の
法
律
（
第

（（
条
第
３
項
、
第
（（
条
の
２
及
び
第
（0
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条

第
１
項
の
規
定
を
除
く
。）
そ
の
他
労
働
に
関

す
る
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
を
含
む
。）
に
違
反
し
た
場
合
に

お
い
て
、
適
正
な
派
遣
就
業
を
確
保
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
派
遣
元

3



103◆自治体法務研究 2017・夏

す
。
次
に
、
②
手
続
的
違
反
要
件
と
は
無
許
可
で
事

業
を
行
っ
て
い
る
な
ど
法
令
で
定
め
る
手
続
を
経
て

い
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
③

実
害
要
件
と
は
、
人
の
生
命
、
健
康
、
財
産
が
現
に

被
害
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ

の
具
体
的
危
険
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で

す
。措

置
命
令
等
に
は
、
景
観
法
第
（（
条
第
１
項
、
建

築
基
準
法
第
９
条
第
１
項
、
都
市
計
画
法
第
8（
条
第

１
項
、
廃
棄
物
処
理
法
第
（9
条
の
３
な
ど
の
よ
う
に

実
体
的
違
反
要
件
や
手
続
的
違
反
要
件
の
い
ず
れ
か

が
充
足
さ
れ
れ
ば
権
限
を
行
使
で
き
る
と
す
る
も
の

が
一
般
的
で
す
。

【
実
害
要
件
を
定
め
て
い
な
い
例
①
】

○
景
観
法

　
（
原
状
回
復
命
令
等
）

第
（（
条　

景
観
行
政
団
体
の
長
は
、
前
条
第
１
項

の
規
定
に
違
反
し
た
者
又
は
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た

者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
又

は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
当
該
景
観
重
要
建
造
物
に

つ
い
て
の
権
利
を
承
継
し
た
者
に
対
し
て
、
相

当
の
期
限
を
定
め
て
、
当
該
景
観
重
要
建
造
物

の
良
好
な
景
観
を
保
全
す
る
た
め
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
そ
の
原
状
回
復
を
命
じ
、
又
は
原

状
回
復
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ

に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を

又
は
一
部
を
承
継
し
た
法
人

四　

当
該
違
反
行
為
を
し
た
事
業
者
か
ら
当
該

違
反
行
為
に
係
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を

譲
り
受
け
た
事
業
者

２　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
関
し
、
事
業
者
が
し
た
表
示
が
第
５
条
第

１
号
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
表
示
を
し

た
事
業
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
表

示
の
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資

料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
が
当
該
資
料
を
提

出
し
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
表
示
は
同
号
に
該
当
す
る
表
示

と
み
な
す
。

措
置
命
令
等
に
お
け
る
実
害
要
件

（
１
）
実
害
要
件
の
意
義

措
置
命
令
等
の
規
定
は
、
発
動
要
件
の
部
分
と
権

限
行
使
の
部
分
に
分
か
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
発
動

要
件
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①
実
体
的
違

反
要
件
、
②
手
続
的
違
反
要
件
、
③
実
害
要
件
に
分

類
で
き
ま
す
。
①
実
体
的
違
反
要
件
と
は
、
技
術
的

基
準
に
違
反
し
て
い
る
な
ど
法
令
の
実
体
的
な
義
務

内
容
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
実
害
要
件
を
定
め
て
い
な
い
例
②
】

○
建
築
基
準
法

　
（
違
反
建
築
物
に
対
す
る
措
置
）

第
９
条　

特
定
行
政
庁
は
、
建
築
基
準
法
令
の
規

定
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
に
付

し
た
条
件
に
違
反
し
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の

敷
地
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
建
築
主
、

当
該
建
築
物
に
関
す
る
工
事
の
請
負
人
（
請
負

工
事
の
下
請
人
を
含
む
。）
若
し
く
は
現
場
管

理
者
又
は
当
該
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
敷

地
の
所
有
者
、
管
理
者
若
し
く
は
占
有
者
に
対

し
て
、
当
該
工
事
の
施
工
の
停
止
を
命
じ
、
又

は
、
相
当
の
猶
予
期
限
を
付
け
て
、
当
該
建
築

物
の
除
却
、
移
転
、
改
築
、
増
築
、
修
繕
、
模

様
替
、
使
用
禁
止
、
使
用
制
限
そ
の
他
こ
れ
ら

の
規
定
又
は
条
件
に
対
す
る
違
反
を
是
正
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

【
実
害
要
件
を
定
め
て
い
な
い
例
③
】

○
都
市
計
画
法

　
（
監
督
処
分
等
）

第
8（
条　

国
土
交
通
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
に
対
し
て
、
都
市
計
画
上
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
許
可
、

認
可
若
し
く
は
承
認
を
取
り
消
し
、
変
更
し
、

4
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土
地
の
埋
立
て
、
盛
土
そ
の
他
の
土
地
へ
の
堆
積
を

行
う
際
に
は
一
定
の
技
術
的
基
準
等
の
要
件
を
満
た

し
た
場
合
に
の
み
、
市
長
の
許
可
に
よ
っ
て
適
法
に

こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す（
第
７
条
、

第
９
条
）。
ま
た
、
許
可
手
法
の
実
効
性
を
確
保
す

る
た
め
、
措
置
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
（
第
（（

条
）、
措
置
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
６
月
以
下
の
懲

役
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
（
第

（（
条
）。
な
お
、
措
置
命
令
に
つ
い
て
定
め
た
岡
山
市

条
例
第
（（
条
の
構
造
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
効
力
を
停
止
し
、
そ
の
条
件
を
変
更
し
、

若
し
く
は
新
た
に
条
件
を
付
し
、
又
は
工
事
そ

の
他
の
行
為
の
停
止
を
命
じ
、
若
し
く
は
相
当

の
期
限
を
定
め
て
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物

若
し
く
は
物
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
工

作
物
等
」
と
い
う
。）
の
改
築
、
移
転
若
し
く

は
除
却
そ
の
他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な

措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
旧
大
気
汚
染
防
止
法
第
（（
条
第
１
項（

8
（

、
廃

棄
物
処
理
法
第
（9
条
の
第
４
の
規
定
の
よ
う
に
実
害

要
件
が
規
定
さ
れ
て
い
た
、
又
は
さ
れ
て
い
る
例
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
実
害
要

件
を
盛
り
込
む
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
立
案
上

の
ル
ー
ル
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
実
害
要
件
を
定
め
て
い
る
例
】

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

　
（
措
置
命
令
）

第
（9
条
の
４　

一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
（
特
別
管

理
一
般
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
特
別
管
理
一
般

廃
棄
物
処
理
基
準
）
に
適
合
し
な
い
一
般
廃
棄

物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合

に
お
い
て
、生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
、

又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
市
町
村
長
（
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
環
境
大
臣
。
第
（9
条
の
７
に

お
い
て
同
じ
。）
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

当
該
収
集
、運
搬
又
は
処
分
を
行
つ
た
者
…（
中

略
）
…
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
支
障

の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措

置（
以
下「
支
障
の
除
去
等
の
措
置
」と
い
う
。）

を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
実
害
要
件
を
定
め
て
い
た
例（

9
（

】

○
旧
大
気
汚
染
防
止
法

　
（
改
善
命
令
等
）

第
（（
条　

都
道
府
県
知
事
は
、ば
い
煙
排
出
者
が
、

そ
の
ば
い
煙
量
又
は
ば
い
煙
濃
度
が
排
出
口
に

お
い
て
排
出
基
準
に
適
合
し
な
い
ば
い
煙
を
継

続
し
て
排
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
継
続
的
な
排
出
に
よ
り
人
の
健
康
又

は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
当

該
ば
い
煙
発
生
施
設
の
構
造
若
し
く
は
使
用
の

方
法
若
し
く
は
当
該
ば
い
煙
発
生
施
設
に
係
る

ば
い
煙
の
処
理
の
方
法
の
改
善
を
命
じ
、
又
は

当
該
ば
い
煙
発
生
施
設
の
使
用
の
一
時
停
止
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
実
害
要
件
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
課
題

平
成
（（
年
に
制
定
さ
れ
た
岡
山
市
埋
立
行
為
等
の

規
制
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
岡
山
市
条
例
」
と
い

う
。）
は
、「
土
砂
に
よ
る
埋
立
て
及
び
土
砂
の
採
取

に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
災
害

の
防
止
及
び
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
」
を
目

的
と
し
（
第
１
条
）、
一
定
規
模
以
上
の
土
砂
に
よ
る

発動要件

実体的違反要件
・手続的違反要件

この条例若しくはこの条例に基づ
く規則の規定又はこれらの規定に
基づく処分に反する埋立行為等
（以下「不適法埋立行為等」とい
う。）が行われ、又は行われた場
合において、

実害要件
災害又は生活環境の保全上の支障
が現に生じ、又は生ずるおそれが
あると認めるときは、

権限行使

市長は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、
当該不適法埋立行為等を停止し、又は期限を定めて、
災害を防止し、若しくは生活環境の保全上の支障を除
去するため必要な措置を講ずべきことを命ずることが
できる。
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地
方
検
察
庁
は
実
害
要
件
を
充
足
せ
ず
に
な
さ
れ
た

命
令
の
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
最

終
的
に
不
起
訴
と
し
ま
し
た
。

右
不
起
訴
決
定
後
、
倉
敷
市
埋
立
行
為
等
の
規
制

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
し
て
倉
敷
市
と
岡
山
地

方
検
察
庁
と
の
間
で
、
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ

の
際
、
岡
山
地
方
検
察
庁
側
は
、
岡
山
市
の
前
記
事

件
の
教
訓
か
ら
、
措
置
命
令
の
発
動
要
件
の
う
ち
、

実
害
要
件
を
外
し
て
立
案
し
て
は
ど
う
か
と
の
助
言

を
し
た
よ
う
で
す
。
結
果
的
に
倉
敷
市
は
、
実
害
要

件
を
定
め
な
い
内
容
の
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

（
３
）
ま
と
め

措
置
命
令
等
の
発
動
要
件
と
し
て
、
実
害
要
件
を

定
め
る
こ
と
は
、
比
例
原
則
の
観
点
か
ら
否
定
さ
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

（（
（

。
し
か
し
、
発
動
要
件
が

厳
格
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
権
限
発
動
の
積
極
性
・

柔
軟
性
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
よ
っ
て
、

実
害
要
件
を
条
例
に
定
め
れ
ば
、
権
限
行
使
を
躊ち

ゅ
う

躇ち
ょ

し
た
り
、
権
限
行
使
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
れ
た
り
す

る
リ
ス
ク
が
増
す
の
も
確
か
で
す
。
こ
う
い
っ
た
リ

ス
ク
が
現
実
と
な
り
、
条
例
の
目
的
に
反
す
る
違
法

状
態
が
放
置
さ
れ
、
現
実
の
被
害
が
生
じ
る
な
ど
条

例
に
対
す
る
住
民
の
信
頼
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

実
害
要
件
が
明
定
さ
れ
て
い
な
い
法
律
や
条
例
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
措
置
命
令
等
を
発
す
る

こ
の
よ
う
に
岡
山
市
条
例
で
は
、
措
置
命
令
の
発

動
要
件
と
し
て
実
体
的
違
反
要
件
・
手
続
的
違
反
要

件
だ
け
で
は
な
く
、
実
害
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
比
例
原
則
に
配
慮
し
た
も
の
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
岡
山
市
長
は
、
許
可
を
得
な
い
で
自

己
所
有
の
土
地
へ
大
量
の
残
土
を
搬
入
し
、
技
術
基

準
を
は
る
か
に
超
え
た
盛
土
を
行
う
な
ど
の
悪
質
な

違
法
行
為
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
岡
山
市
条

例
第
（（
条
に
基
づ
き
残
土
の
撤
去
を
求
め
る
な
ど
の

措
置
命
令
を
発
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
該
違
反

者
は
措
置
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
、
岡
山
県
警

な
ど
の
関
係
機
関
と
協
議
し
、
岡
山
市
長
は
条
例
違

反
を
理
由
に
、
刑
事
告
発
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
当
初
は
起
訴
に
積
極
的
で
あ
っ
た

岡
山
地
方
検
察
庁
は
、
刑
事
罰
を
課
す
前
提
と
な
る

措
置
命
令
の
実
害
要
件
充
足
性
に
つ
い
て
強
い
問
題

意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
違
法

に
積
み
上
げ
ら
れ
た
残
土
の
山
が
崩
壊
し
て
も
、
住

民
の
居
住
す
る
集
落
ま
で
は
数
キ
ロ
の
距
離
が
あ

り
、
果
た
し
て
、「
災
害
又
は
生
活
環
境
の
保
全
上

の
支
障
が
現
に
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
」
状
況
に
あ
る
こ
と
を
容
易
に
立
証
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
識
で
す
。こ
の
た
め
、

岡
山
市
は
、
実
害
要
件
の
充
足
性
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
、
土
木
工
学
研
究
者
の
意
見
書
を
岡
山
地
方
検

察
庁
に
追
加
的
に
提
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
岡
山

場
合
に
は
、
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
対
す
る

侵
害
の
可
能
性
な
ど
の
実
害
要
件
に
当
た
る
要
素
や

違
反
者
の
主
観
的
事
情
な
ど
も
考
慮
し
て
な
さ
れ
る

の
が
通
常
で
す
。
こ
の
た
め
、
実
害
要
件
が
法
文
上

規
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
現
実
の
権
限
発
動
は
慎

重
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

実
害
要
件
を
条
例
で
明
確
に
定
め
る
必
要
性
は
乏
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
実
害
要
件
を
条
例

中
に
定
め
な
い
と
し
た
場
合
に
は
、
行
政
手
続
条
例

に
基
づ
い
て
定
め
る
処
分
基
準
に
お
い
て
実
害
要
件

に
相
当
す
る
処
分
基
準
部
分
を
定
め
る
と
い
う
選
択

肢
も
あ
り
ま
す
。

注（
１
）
塩
野
宏
「
行
政
法
Ⅰ
〔
第
６
版
〕」（
有
斐
閣
、

２
０
１
５
）
１
８
９
頁

（
２
）
塩
野
・
前
掲
注
（
１
）
１
９
０
頁
は
、「
利
益
保

護
の
対
象
は
、
財
産
的
価
値
（
金
銭
又
は
物
の
給
付
）

に
関
係
す
る
も
の
で
、（
逆
に
い
え
ば
、
資
格
等
の
地

位
付
与
に
関
す
る
場
合
は
公
益
上
必
要
な
要
件
が
欠

け
て
い
る
以
上
、
取
消
権
の
制
限
は
及
ば
な
い
）、
取

消
権
の
行
使
の
結
果
蒙
る
相
手
方
の
不
利
益
の
具
体

的
状
況
、
当
初
の
行
政
行
為
の
瑕
疵
を
も
た
ら
し
た

原
因
（
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
も
の
か
ど
う
か
）
等

の
利
益
の
比
較
を
当
該
受
益
的
処
分
に
か
か
る
法
律

の
仕
組
み
に
即
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と

す
る
。
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（
３
）
最
判
昭
和
（（
・
６
・
（（
判
時
１
２
８
９
号
（9
頁
。

塩
野
・
前
掲
注
（
１
）
１
９
０
頁
。

（
４
）芝
池
義
一「
行
政
法
総
論
講
義〔
第
４
版
補
訂
版
〕」

（
有
斐
閣
、
２
０
０
６
）
１
７
６
頁
。

（
５
）
第
１
号
及
び
第
２
号
は
「
撤
回
」
事
由
、
第
３
号

は
「
取
消
し
」
事
由
で
あ
る
。

（
６
）
北
村
喜
宣
「
環
境
法
〔
第
三
版
〕」（
有
斐
閣
、

２
０
１
５
）
４
８
３
―
４
８
４
頁
は
、
同
規
定
に
つ

い
て
、
効
果
裁
量
で
あ
れ
ば
、
本
来
処
分
を
す
べ
き

処
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
介
入
や
行

政
対
象
暴
力
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し

て
法
律
の
執
行
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
権
限
を

行
使
す
る
自
治
体
に
対
す
る
こ
う
し
た
不
信
感
が
取

消
義
務
化
に
つ
な
が
っ
た
（
平
成
（5
年
法
改
正
）
と

し
、
そ
の
上
で
、
義
務
的
取
消
し
で
あ
る
が
ゆ
え
に

硬
直
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
不
合
理
な
結
果
が
招

来
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。

（
７
）
東
京
都
か
ら
中
央
卸
売
市
場
内
に
お
け
る
使
用
許

可
を
受
け
て
い
た
業
者
が
、
市
場
業
務
拡
大
に
伴
い

使
用
許
可
の
一
部
が
取
り
消
さ
れ
た
た
め
土
地
の
使

用
権
が
失
わ
れ
た
と
し
て
、
東
京
都
に
対
し
当
該
使

用
権
の
喪
失
に
対
す
る
収
用
損
失
補
償
を
求
め
た
事

件
に
お
い
て
、
最
判
昭
（9
・
２
・
５
民
集
（8
巻
１
号
１

頁
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
行
政
財
産
の
使
用
の

取
消
し
に
伴
う
損
失
補
償
の
規
定
が
な
く
て
も
、
行

政
財
産
の
使
用
許
可
の
取
消
し
に
お
け
る
損
失
補
償

を
定
め
た
国
有
財
産
法
の
規
定
（
同
法
第
（9
条
に
よ

る
第
（（
条
の
準
用
）
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
る

損
失
補
償
の
可
能
性
を
認
め
た
。
し
か
し
、
同
判
決

は
、
特
別
の
事
情
が
無
い
限
り
、
行
政
財
産
の
使
用

権
と
い
う
権
利
自
体
の
内
在
的
制
約
か
ら
撤
回
に
つ

い
て
は
、
損
失
補
償
は
必
要
な
い
と
し
た
。

（
８
）命
令
の
発
動
要
件
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
し
て
、

北
村
喜
宣
「
一
番
我
慢
強
い
の
は
？
―
環
境
法
の
監

督
処
分
要
件
比
較
」
同
「
自
治
力
の
発
想
」（
信
山
社
、

２
０
０
１
）
（（
頁
以
下
、
北
村
喜
宣
「
緩
和
か
強
化

か
？
―
改
善
命
令
発
動
要
件
の
違
い
―
」
同
『
自
治

力
の
達
人
』（
慈
学
社
、
２
０
０
８
）
１
１
２
頁
以
下

が
あ
る
。

（
９
）「
そ
の
継
続
的
な
排
出
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生

活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
」

と
定
め
る
実
害
要
件
の
部
分
が
平
成
（（
年
法
律
第
（（

号
に
よ
り
削
除
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
削
除
に
係
る

部
分
の
改
正
規
定
は
平
成
（（
年
４
月
１
日
に
施
行
さ

れ
て
い
る
。

（
（0
）
議
会
や
住
民
か
ら
の
権
限
発
動
を
求
め
る
要
求
を

回
避
し
よ
う
と
し
て
実
害
要
件
を
含
め
る
な
ど
し
て

権
限
発
動
の
要
件
を
厳
格
に
す
る
と
い
っ
た
立
案
の

態
度
は
慎
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。


